


   （田中理事より補足） 

第 1 回経営審議会の協議の際、教職員分の改正もするべきと意見をいただいている。役員

報酬の改定と併せて職員の給与抑制の部分の見直しについても設置者と協議に入っている。

２６年度には収容定員１,１１２人を満たす見込みである。そういったことも含め、期末勤

勉手当の月数の見直し（県と同月数）、役職加算凍結の復元。６５歳以上の給与減額の廃止。

退職手当の見直し（県と同基準）を検討している。見直しに伴う財源については、来年度学

納金の見込みが８,０００万円程度増えると思われるのでその中で対応したい。財源的なこ

とも考慮し従前の考え方よりも 1年前倒しの見直しを検討している。 

 

委員による主な意見等は次のとおり 

   ○いい人材が得られるようにすることが大学の発展には大事。また、給与のベース見直しひ唀ひ唀ス 職 の


